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日野消防署から　東京消防庁災害時支援ボランティア募集中～地域防災にあなたの力を生かしませんか

 
■
介
護
給
付
費
通
知
を
送
付
し
ま
す

　

平
成　

年　

月
に
介
護
サ
ー
ビ
ス

２４

１０

を
利
用
し
た
方
を
対
象
に
介
護
給
付

費
の
お
知
ら
せ
を
１
月　

日
㈫
に
送

１５

付
し
ま
す
。
ご
利
用
月
、
事
業
者

名
、
サ
ー
ビ
ス
種
類
、
負
担
額
な
ど

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
領
収
証
な

ど
と
見
比
べ
て
、
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

か
ら
介
護
給
付
費
が
正
し
く
請
求
さ

れ
て
い
る
か
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

l
高
齢
福
祉
課

■
介
護
保
険
料
の
支
払
い
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
料
の
納
付
書
は
、　

歳
６５

以
上
で
年
金
天
引
き
以
外
の
方
に
送

付
し
て
い
ま
す
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
支
払
い
が
済

ん
で
い
な
い
方
は
、
早
め
に
納
付
を

お
願
い
し
ま
す
。
納
付
書
の
な
い
場

合
や
経
済
的
に
納
付
が
困
難
な
場
合

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
未
納
が
あ
る

場
合
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
時
に
、
左
表
の
通
り
給
付
が
制

限
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

l
高
齢
福
祉
課

■
介
護
保
険
料
な
ど
は
税
金
の
所
得

控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す 

　

平
成　

年
中
の
所
得
の
確
定
申
告

２４
介
護
保
険

介
護
保
険

や
市
・
都
民
税
申
告
の
際
、
税
金
の

所
得
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
介
護
保
険
料
の
社
会
保
険
料
控
除

　

平
成　

年
中
に
納
め
た
金
額
を
次

２４

の
方
法
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

①
年
金
天
引
き
の
方
は
公
的
年
金
の

源
泉
徴
収
票
②
納
付
書
で
お
支
払
い

の
方
は
納
付
書
の
領
収
証
書
③
口
座

振
替
の
方
は
口
座
名
義
人
の
通
帳

▼
障
害
者
控
除
認
定
書
の
発
行

　

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
な
く
て

も
、
要
介
護
認
定
を
受
け
、
一
定
の

条
件
を
満
た
す
方
は
申
請
に
よ
り
障

害
者
控
除
認
定
書
を
発
行
し
ま
す
。

▼
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
の

医
療
費
控
除

　

控
除
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、

訪
問
看
護
な
ど
の
医
療
系
居
宅
サ
ー

ビ
ス
（
医
療
系
サ
ー
ビ
ス
と
同
時
に

ケ
ア
プ
ラ
ン
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
一
部
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
も
対
象
）

と
、
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
療

養
型
医
療
施
設
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
に

限
り
ま
す
。

　

ま
た
、
申
告
の
際
は
サ
ー
ビ
ス
利

用
料
の
領
収
書
が
必
要
で
す
。

▼
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

　

要
介
護
認
定
を
受
け
、
一
定
の
条

件
を
満
た
し
、
お
む
つ
代
の
医
療
費

控
除
を
受
け
る
の
が
２
回
目
以
降
の

方
は
、
高
齢
福
祉
課
が
発
行
す
る
主

治
医
意
見
書
記
載
事
項
証
明
書
を
添

付
し
、申
告
で
き
ま
す
。ま
た
、
要
介

護
認
定
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、
医

師
が
発
行
す
る
お
む
つ
使
用
証
明
書

（
用
紙
は
市
役
所
１
階
市
民
税
課
に

あ
り
）
が
あ
れ
ば
申
告
で
き
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

い
ず
れ
も
l
高
齢
福
祉
課

 
■
国
民
健
康
保
険
で
医
療
を
受
け
て

い
る
方
に
医
療
費
等
通
知
書
を
送
付

　

健
康
と
医
療
へ
の
認
識
を
深
め
て

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険

い
た
だ
く
た
め
、
医
療
費
の
お
知
ら

せ
を
１
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

対
象
は
、
日
野
市
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
の
方
で
、
平
成　

年
４

２４

～
９
月
に
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で

支
払
っ
た
一
部
負
担
金
を
含
む
医
療

費
な
ど
の
総
額（
保
険
診
療
分
の
み
）

が
１
カ
所
の
病
院
で
１
万
円
以
上
か

か
っ
て
い
る
方
で
す
。

　

医
療
費
の
総
額
、
診
療
年
月
、
日

数
、
医
療
機
関
名
な
ど
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
保
険
診
療
の
内
容

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
こ
の
通
知
を
受
け
て
も
手

続
き
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

l
保
険
年
金
課
給
付
係

 
■
日
野
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
運
営
審
議
会
（
公
開
） 

a
１
月　

日
㈬
午
後
２
時
か
ら
b
市

３０

役
所
４
階
庁
議
室
※
中
止
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
事
前
に
問
い
合

わ
せ
を
l
総
務
課

■
中
学
３
年
生
お
よ
び
高
校
３
年
生

の
学
習
塾
受
講
料
や
受
験
料
の
貸
し

付
け
～
申
請
期
限
は
１
月　

日
ま
で

３１

　

貸
し
付
け
を
受
け
た
中
学
３
年
生

お
よ
び
高
校
３
年
生
（　

歳
未
満
の

２０

既
卒
者
、
高
卒
認
定
合
格
者
を
含

む
）
が
高
校
、
大
学
な
ど
に
入
学
し

た
場
合
、
返
済
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

a
申
請
期
限
…
１
月　

日
㈭
ま
で

３１

（
厳
守
）
d
学
習
塾
等
受
講
料
貸
付

金
（　

万
円
ま
で
）、
受
験
料
貸
付
金

２０
（
中
学
３
年
生
は
２
万
７
千　

円
ま

４００

で
、
高
校
３
年
生
は　

万
５
千
円
ま

１０

で
）
f
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
…

①　

歳
以
上
で
世
帯
の
生
計
中
心
者

２０
②
課
税
所
得
ま
た
は
総
収
入
金
額
が

一
定
基
準
以
下
③
預
貯
金
な
ど
資
産

の
保
有
額
が　

万
円
以
下
④
土
地
・

６００

建
物
を
所
有
し
て
い
な
い
（
現
在
住

ん
で
い
る
場
所
の
土
地
・
建
物
を
除

く
）
⑤
都
内
に
引
き
続
き
１
年
以
上

告
知
板

告
知
板

住
民
登
録
し
て
い
る
⑥
生
活
保
護
受

給
世
帯
の
世
帯
主
ま
た
は
構
成
員
で

な
い
⑦
暴
力
団
員
が
属
す
る
世
帯
の

構
成
員
で
な
い
※
詳
細
は
問
い
合
わ

せ
を
l
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー

■
今
春
入
学
す
る
お
子
さ
ん
の
入
学

通
知
書
を
発
送 

　

４
月
に
市
立
小
・
中
学
校
へ
入
学

す
る
お
子
さ
ん
の
入
学
通
知
書
を
発

送
し
ま
す
。
１
月
末
ま
で
に
届
か
な

い
方
や
入
学
に
関
し
て
相
談
が
あ
る

方
、
４
月
ま
で
に
転
出
・
転
居
を
す

る
予
定
の
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
立
・
私
立
な
ど
の
小
・

中
学
校
に
入
学
す
る
場
合
は
、
入
学

承
諾
書
を
２
月
８
日
㈮
ま
で
に
市
役

所
５
階
学
校
課
へ
お
届
け
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
郵
送
の
場
合
は
、
簡
易

書
留
な
ど
で
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

l
〒　

們
８
６
８
６
日
野
市
学
校
課

１９１

■
認
知
症
啓
発
講
座
「
地
域
で
支
え

る
認
知
症
～
認
知
症
に
な
っ
て
も
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
を
め
ざ
し

て
」 

a
２
月
２
日
㈯
午
後
２
時
～
４
時
b

ひ
の
煉
瓦
ホ
ー
ル
d
認
知
症
疾
患
と

そ
の
対
応
、
市
内
の
在
宅
医
療
の
現

状
、
認
知
症
疾
患
セ
ン
タ
ー
の
紹
介

や
取
り
組
み
連
携
に
つ
い
て
e
平
川

博
之
氏
（
南
多
摩
医
療
圏
認
知
症
疾

患
セ
ン
タ
ー
平
川
病
院
理
事
長
）、

望
月
諭
氏
（
康
明
会
ホ
ー
ム
ケ
ア
ク

リ
ニ
ッ
ク
院
長
）
g
申
込
制
で
先
着

　

人
k
電
話
l
高
齢
福
祉
課

２００■
街
路
灯
電
気
料
金
補
助
申
請
を
受

け
付
け 

　

街
路
灯
の
電
気
料
金
補
助
申
請
の

受
け
付
け
を
２
月　

日
㈮
ま
で
行
っ

１５

て
い
ま
す
。
該
当
す
る
自
治
会
な
ど

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

l
道
路
課

■
無
料
省
エ
ネ
診
断 

　

家
庭
や
事
業
所
で
の
省
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
進
め
る
に
は
、
専
門
家
に
よ
る

省
エ
ネ
診
断
が
効
果
的
で
す
。
詳
細

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
家
庭
省
エ
ネ
診
断
…
家
庭
の
電
力

や
ガ
ス
の
使
用
状
況
を
確
認
し
、
省

エ
ネ
の
コ
ツ
を
ア
ド
バ
イ
ス

▼
事
業
所
省
エ
ネ
診
断
…
電
気
や
ガ

ス
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
状
況
や

設
備
の
運
用
方
法
を
確
認
し
、
各
事

業
所
に
適
し
た
改
善
策
を
提
案

l
東
京
都
地
球
温
暖
化
防
止
活
動
推

進
セ
ン
タ
ー
（
緯　

・
５
３
８
８
・

０３

３
４
２
２
）

■
東
京
都
の
特
定
（
産
業
別
）
最
低

賃
金
改
正 

　

平
成　

年　

月　

日
か
ら
、
鉄
鋼

２４

１２

３１

業　

円
、
出
版
業　

円
（
い
ず
れ
も

８５９

８５７

時
間
額
）
と
な
り
ま
し
た
。

l
厚
生
労
働
省
東
京
労
働
局（
緯　
・
０３

３
５
１
２
・
１
６
１
４
）

 
■
ラ
イ
タ
ー
や
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
な

ど
は
使
い
切
っ
て
か
ら
有
害
ご
み
へ

　

ラ
イ
タ
ー
、
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
、

ス
プ
レ
ー
缶
な
ど
は
中
身
を
使
い
切

り
、
有
害
ご
み
と
し
て
中
身
の
見
え

る
袋
に
入
れ
、
不
燃
ご
み
の
袋
の
隣

に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
中
身
が
残
っ

て
い
る
と
収
集
車
両
や
施
設
な
ど
の

火
災
の
原
因
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

l
ご
み
ゼ
ロ
推
進
課
（
緯　

・
０
４

５８１

４
４
）

■
平
成　

年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査

２５

の
準
備
事
務
実
施
に
ご
協
力
を 

　
　

月
１
日
に
実
施
予
定
の
平
成　

１０

２５

年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
の
準
備
事

務
の
た
め
、
今
月
下
旬
か
ら
「
指
導

員
証
」
を
携
帯
し
て
い
る
職
員
が
市

内
を
巡
回
し
、
住
宅
（
共
同
住
宅
、

そ
の
他
の
併
用
住
宅
な
ど
を
含
む
）

の
住
戸
数
や
、
調
査
区
の
範
囲
な
ど

を
確
認
し
ま
す
（
原
則
と
し
て
戸
別

訪
問
は
行
い
ま
せ
ん
）。

　

暮
ら
し
と
住
ま
い
に
関
す
る
計
画

や
施
策
の
基
礎
資
料
と
な
る
調
査
に

市
民
生
活

市
民
生
活

向
け
た
準
備
事
務
で
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
の
標
語（
キ

ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
）
を
募
集

　

総
務
省
統
計
局
で
は
、
平
成　

年
２５

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
の
標
語
を
２

月
７
日
㈭
ま
で
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
統
計
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.stat.go.j

        
 
 
          p  
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

い
ず
れ
も
l
総
務
課

■
剪
定
枝
の
拠
点
収
集
（
２
月
）
～

無
料
で
お
引
き
取
り
し
て
い
ま
す 

　

ご
家
庭
の
庭
木
な
ど
の
手
入
れ
で

出
た
剪
定
枝
は
、
剪
定
枝
チ
ッ
プ
化

リ
サ
イ
ク
ル
の
た
め
に
な
る
べ
く
拠

点
収
集
会
場
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

収
集
日
と
会
場
は
左
表
の
通
り
で

す
が
、
決
め
ら
れ
た
日
時
以
外
に
会

場
へ
持
ち
込
む
と
周
辺
の
方
の
迷
惑

に
な
り
ま
す
。
必
ず
ル
ー
ル
を
守
り

ま
し
ょ
う
。

 
l
ご
み
ゼ
ロ
推
進
課
（
緯　

・
０
４

５８１

４
４
）

 
■
個
人
市
民
税
に
お
け
る
寄
付
金
税

額
控
除
の
対
象
の
拡
大 

　

平
成　

年
度
の
課
税
か
ら
、
公
益

２６

社
団
法
人
、
財
団
法
人
、
学
校
法
人

な
ど
が
新
た
に
寄
付
金
税
額
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

l
市
民
税
課

●剪定枝拠点収集（２月）
１３：３０～１５：３０９：００～１１：００日程

多摩平第１公園四ツ谷下東公園７日㈭
高幡不動駅北第四駐輪場入口御嶽上公園８日㈮
リサイクル事務所旭が丘中央公園１３日㈬
さかい公園てっぺん山公園１４日㈭
ハケ下公園日野中央公園１９日㈫
鳥と緑の日野センター駒形公園２０日㈬
日野台公園落川公園２１日㈭
黒川地域広場新坂下公園２５日㈪
沢田公園（通称）たぬき公園２６日㈫
まつばやし地区広場さいかちぜき公園２７日㈬

税
　
金

税
　
金

■
市
・
都
民
税
申
告
書
を
発
送 

　

昨
年
、
市
・
都
民
税
の
申
告
を
し

た
方
な
ど
へ
、
平
成　

年
度
市
・
都

２５

民
税
申
告
書
を
２
月
７
日
㈭
に
発
送

し
ま
す
。
詳
細
は
、
広
報
ひ
の
２
月

１
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

l
市
民
税
課

■
日
野
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ 

▼
申
告
は
お
早
め
に

　

税
務
署
で
は
、
確
定
申
告
書
の
自

書
作
成
と
早
期
提
出
を
推
進
し
て
い

ま
す
。
３
月
に
入
り
ま
す
と
、
税
務

署
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め

の
申
告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。
な

お
、
還
付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申

告
書
は
１
月
か
ら
提
出
で
き
ま
す
。

▼
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
定
申

告
書
な
ど
の
作
成
が
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

        

w
w
w
.nta.go.j

  
 
 
         p  
）「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
所
得

税
の
確
定
申
告
書
や
個
人
事
業
者
の

消
費
税
な
ど
の
確
定
申
告
書
な
ど
を

作
成
で
き
、
ｅ
們
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し

て
送
信
（
提
出
）
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
作
成
し
た
申
告
書
な
ど
は

プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
、
そ
の
ま
ま

税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
な
お
、
ｅ
們
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す

る
た
め
に
は
事
前
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。
詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

い
ず
れ
も
l
日
野
税
務
署（
緯　
・
５８５

５
６
６
１
音
声
案
内
で
２
を
選
択
）

■
に
せ
税
理
士
に
ご
注
意
を
！ 

　

無
資
格
者
が
税
金
の
相
談
、
確
定

申
告
書
の
作
成
な
ど
を
す
る
こ
と
は

法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で

な
く
、
専
門
的
知
識
が
欠
け
て
い
る

た
め
依
頼
者
（
納
税
者
）
が
不
測
の

損
害
を
被
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

　

税
理
士
は
、
税
理
士
証
票
を
携
帯

し
、
税
理
士
バ
ッ
ジ
を
着
用
し
て
い

ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

l
東
京
税
理
士
会
（
緯　

・
３
３
５

０３

６
・
４
４
６
１
）

●過去に未納がある場合の給付制限
内容種類

サービス費用のうち１割分を事業者に支払えば
済むところ、いったん費用の全額を支払い、後
で９割が給付される方法（償還払い）になり、
手続き上の負担となります。

介護保険サービス料の償
還払い
（１年以上の滞納保険料
がある場合）

いったん全額支払ったサービス費用のうち９割
分が戻ってくるところ、その全額または一部が
差し止められ、強制的に滞納保険料が差し引か
れます。

保険給付の一時差し止め
（上記償還払い時点で１
年６カ月以上の滞納保険
料がある場合）

時効消滅した保険料に応じた一定の期間、サー
ビス費用のうち３割負担となります（通常、利
用者負担は１割です）。また、高額介護サービ
ス費などが受けられなくなります。時効となっ
た介護保険料を納めることはできません。

給付額減額
（納期限から２年経過
し、時効消滅した保険料
がある場合）


